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平成16年12月17日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

規
　
則

◯
秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
三
・
自
然
保
護
課
）
…
１

◯
秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
四
・
都
市
計
画
課
）
…
…
１

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
号
中
「
第
五
十
六
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中

「
美
観
地
区
」
を
「
景
観
地
区
」
に
、
「
緑
地
保
全
地
区
」
を
「
緑
地
保
全
地
域
、
特
別
緑
地
保
全

地
区
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
四
号
及
び
第
七
条
第
一
号
の
改

正
規
定
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
条
第
八
号
の
改
正
規
定
（
「
美
観
地
区
」
を
「
景
観
地

区
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
附
則
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
六
十
四
号

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。「

第
六
条
第
二
項
　
　
「
第
五

第
八
条
の
表
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、

を

第
六
条
第
三
項
」

第
六

条
第
一
項
　
　に
、
「
（
管
理
」
を
「
（
公
園
施
設
管
理
」
に
改
め
る
。

条
第
三
項
」

別
表
第
一
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
附
近
見
取
図
」
を
「
付
近
見
取

図
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「
第
５
条
第
２
項
」
を
「
第
５
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「
公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行
為
）
の
変
更
許

可
申
請
書
」
を
「
公
園
施
設
設
置
（
公
園
施
設
管
理
、
都
市
公
園
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行
為
）
の

変
更
許
可
申
請
書
」
に
、
「
公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行
為
）
の

変
更
に
」
を
「
公
園
施
設
の
設
置
（
公
園
施
設
の
管
理
、
都
市
公
園
の
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行

為
）
の
変
更
に
」
に
、
「
の
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
」
を
「
の
設
置
（
公
園
施
設
の
管
理
、

都
市
公
園
の
占
用
」
に
、
「
第
５
条
第
２
項
」
を
「
第
５
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「
公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
期
間
更
新
許
可
申
請
書
」
を

「
公
園
施
設
設
置
（
公
園
施
設
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
期
間
更
新
許
可
申
請
書
」
に
、
「
公
園

施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
期
間
更
新
に
」
を
「
公
園
施
設
の
設
置
（
公
園
施
設
の
管

理
、
都
市
公
園
の
占
用
）
の
期
間
更
新
に
」
に
改
め
、
「
を
設
置
（
」
の
次
に
「
公
園
施
設
を
」
を

加
え
、
「
第
５
条
第
２
項
」
を
「
第
５
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
中
「
公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
廃
止
届
」
を
「
公
園
施
設
設
置

（
公
園
施
設
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
廃
止
届
」
に
、
「
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
」
を
「
公
園

施
設
の
管
理
、
都
市
公
園
の
占
用
）
の
」
に
、
「
管
理
、
都
市
公
園
の
」
を
「
公
園
施
設
の
管
理
、

都
市
公
園
の
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

第
５
条
第
２
項
　
　
　
第
５
条
第
１
項

公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行
為
）
の
変
更
許

可
申
請
書
　
　
　
公
園
施
設
設
置
（
公
園
施
設
管
理
、
都
市
公
園
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行
為
）
の

変
更
許
可
申
請
書
　
　
　
　
公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行
為
）
の

変
更
に
　
　
　
公
園
施
設
の
設
置
（
公
園
施
設
の
管
理
、
都
市
公
園
の
占
用
、
都
市
公
園
内
の
行

為
）
の
変
更
に
　
　
　
　
の
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
」
を
「
の
設
置
（
公
園
施
設
の
管
理
、

都
市
公
園
の
占
用
　
　
　
　
第
５
条
第
２
項
　
　
　
第
５
条
第
１
項

公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
期
間
更
新
許
可
申
請
書

公
園
施
設
設
置
（
公
園
施
設
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
期
間
更
新
許
可
申
請
書
　
　
　
　
公
園

施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
期
間
更
新
に
　
　
　
公
園
施
設
の
設
置
（
公
園
施
設
の
管

理
、
都
市
公
園
の
占
用
）
の
期
間
更
新
に
　
　
　
　
　
　
を
設
置
（

公
園
施
設
を

第
５
条
第
２
項
　
　
　
第
５
条
第
１
項

公
園
施
設
設
置
（
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
廃
止
届
　
　
　
公
園
施
設
設
置

（
公
園
施
設
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
廃
止
届
　
　
　
　
管
理
、
都
市
公
園
占
用
）
の
　
　
　
公
園

施
設
の
管
理
、
都
市
公
園
の
占
用
）
の
　
　
　
　
管
理
、
都
市
公
園
の
　
　
　
公
園
施
設
の
管
理
、

都
市
公
園
の
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